
太子町教育委員会／令和５年６月定例会議事録 

 

日時及び場所 

○日時 令和５年６月 28日（水） 

開会時間：午前９時 30分 

      閉会時間：午前10時 10分 

○場所 役場庁舎３階 第１会議室 

 

会議に出席した者の職氏名 

 ○出席者 

教育長 中道教育長  

委 員 仲 教育長職務代理者、上籔委員、明石委員、山崎委員 

事務局 池田教育次長、武部教育総務課長兼給食センター所長、矢野教育総務課学務指導担当課長 

東條生涯学習課長、内藤教育総務課主査 

 ○欠席者 

      吉村教育総務課長補佐 

 ○傍聴者 

       なし 

 

 

議題 

○日程第１ 会議録署名委員の指名 

○日程第２ 教育長の報告 

○日程第３ 報告第４号 令和５年度町立小中学校管理職選考実施について 

○日程第４ 諸般の報告（その他） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中 道 教 育 長 それでは、これより教育委員会６月定例会を開催します。 

まず、【日程第１ 会議録署名委員の指名】をいたします。本日の署

名委員は、【山崎委員】にお願いいたします。 

続きまして、【日程第２ 教育長の報告】について報告申し上げます。 

 

中 道 教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は３点ございます。 

１点目は、校園長会での指導事項についての報告です。町立小中学

校、町立幼稚園では、水泳指導がはじまりました。ＡＥＤを使った心肺

蘇生の講習を含め、水泳実施中、万全の体制（監視も含め）で取り組む

ことを指示しました。子どもたちの泳力には個人差があります。水泳が

苦手な児童・生徒がいます。子どもたちが自分の命を守るための、その

子にあった泳力をつけるように話をしました。水泳実施中の管理職の

緊張感は、教職員に伝わるものであります。学校は、子どもたちの命を

預かっている責任を重く受けとめるようにと改めて確認しました。 

２点目は、差別意識の解消にむけての報告でございます。先日、太子

町役場に、「（転居を考えているが）太子町に同和地区はありますか。」

という電話がありました。その時に対応した職員は、的確な応対ができ

ました。町では、すぐに、太子町人権施策推進本部会議を開き、事実の

周知と対応の仕方について再点検を行うなど、差別意識の解消にむけ

て全庁的に取り組むことを確認しました。具体的には、庁内の誰が対応

しても、的確な対応ができるように、「どうして、そのことが知りたい

ですか。」など、問い合わせ理由等を確認した上で、相手に対して説得

力があり、啓発効果のあるやりとりをし、最終的には、明確に「そのよ

うな質問には答えることができません。」「それは、部落差別に関わるこ

とです。人権侵害につながるような質問にはお答えできません。」と答

える。町役場の各窓口はもちろん、教育委員会の関係では、給食センタ

ーや図書館等の出先機関、町立幼稚園、町立小中学校への問い合わせに

ついても、同じように的確な対応ができるよう指示しました。 

３点目は、６月 17日富田林市すばるホールで開催されました大阪府

在日外国人教育研究協議会第 31回研究集会（南河内大会）についての

報告です。全体会では、松原市の小中学校で学んだ外国にルーツのある

３名の青年が、30 年にわたり続けられている国際交流キャンプを通し

て、自分のルーツに向き合いながら、先輩から受け継いだもの、今悩ん

でいる子どもたちに伝えたいことを語ってくれました。当日、実践プラ

ン集「ちがいドキドキ多文化共生ナビ２」が発刊され、各小中学校に寄

贈されました。その中に、掲載されています上智大学、出口真紀子教授

の「マイクロアグレッションとは？差別を「ない」ことにしないために」

という論文を、資料としてご用意しています。外国にルーツのある人た

ちというのは、マイノリティーの立場にあるのですが、マジョリティ

（大多数の人）が、その人たちと日常の中でどのような関わりをしてい



中 道 教 育 長 るのかということを、ちょっと気づいて欲しいという、いい文章だと思

います。また、ゆっくりと読んでいただけたらいいなと思っておりま

す。この論文については、校長会でもお渡しして、各校園の先生方にも

読んでいただこうと思っております。 

報告は以上でございます。 

 

中 道 教 育 長 

 

 ただ今の報告につきまして、ご質問等ございませんか。 

 

中 道 教 育 長 無いようですので、続きまして、【日程第３ 報告第４号 令和５年

度町立小中学校管理職選考実施について】説明を求めます。 

 

教 育 総 務 課 

学 務 指 導 担 当 

矢 野 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、令和５年度小中学校管理職選考実施について、資料に沿っ

てご説明申し上げます。令和５年度太子町小中学校校長選考対象推薦

審査要綱をご覧ください。 

１、審査対象資格者 

２、選考対象者は、次のアからエすべてに該当する者といたします。 

ア）学校教育法施行規則第 20条に該当する者 

イ）35歳以上 58歳以下の者 

ウ）教頭又は指導主事もしくはこれに準ずる職の者 

エ）人格が高潔で、教育について高い識見をもつ者 

３、審査 

論文によって行います。 

５、留意事項 

ア）②推薦の締め切りについては、７月４日火曜日としております。 

イ）審査日につきましては、７月 24日月曜日に実施する予定でござ

います。 

 

資料を１枚、めくってください。 

令和５年度太子町小中学校教頭選考対象推薦審査要項の説明をいた

します。 

１、審査対象資格者は次のア～ウに該当する者といたします。 

ア）学校教育法施行規則第 23条に基づき、第 20条に該当する者 

イ）35歳以上 57歳以下の者で原則として教職経験５年以上の者 

ウ）人格が高潔で実践力に富み、教育について高い見識をもつ者 

２、審査対象者の選定は、本人が希望し、校長が推薦した者とします。 

３、審査は筆答試験と面接試験によって行います。 

５、留意事項 

ア）推薦締切は、７月４日火曜日としております。 

イ）審査日につきましては、７月 24日月曜日に実施する予定でござ

います。 



教 育 総 務 課 

学 務 指 導 担 当 

矢 野 課 長 

 

 

続いて３枚目、令和５年度太子町小中学校指導主事選考対象推薦審

査要項の説明でございます。 

１、審査対象資格者は次のア・イに該当する者といたします。 

ア）47歳以下の者で、教職経験５年以上の者 

イ）学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的

事項について、教養と経験がある者  

２、審査対象者の選定は、本人が希望し、校長が推薦した者とします。 

３、審査は筆答試験と面接試験によって行います。 

５、留意事項 

ア）推薦締切は、７月４日火曜日としております。 

イ）審査日につきましては、７月 24日月曜日に実施する予定でござ

います。 

 

以上で説明を終わります。 

 

中 道 教 育 長 

 

 ただ今の報告につきまして、ご質問等ございませんか。 

 

中 道 教 育 長 ないようですので、続きまして、【日程第４ 諸般の報告（その他）

について】説明を求めます。 

 

池田教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先に私から、６月１日から 23日間の会期で開催されました令和５年

第２回定例議会（６月議会）について報告させていただきます。 

本議会では、初日に、報告案件として「太子町税条例中改正の専決処

分の件」及び教育委員会から「損害賠償の額の決定及び和解に係る専決

処分の件」、「令和５年度一般会計補正予算（第２号）の専決処分の件」、

「令和４年度一般会計予算繰越明許費繰越計算書報告の件」の４件の

報告案件、事件案件として「府営土地改良事業計画の変更に係る同意に

ついて」、「太子町印鑑条例中改正の件」ほか条例案件が２件、「令和５

年度一般会計補正予算（第３号）」の補正予算案件が１件、また「太子

町農業委員会委員の任命について同意を求める件」の人事案件１件が

提案されました。 

また、会期中の全協では、「令和５年度一般会計補正予算（第４号）」

が追加され、議案の審議が行われました。 

教育委員会の関係する議案としましては、「損害賠償の額の決定及び

和解に係る専決処分の件」として、作業員が幼稚園周辺での草刈り作業

中に、飛び石により、車両の助手席側窓ガラスを破損し、全国町村会総

合賠償保障保険より、損害賠償額を支払い和解した件の報告となって

おります。 

次に「令和５年度一般会計補正予算（第３号）」については、文部科

学省所管の学校保健特別対策事業費補助金を活用した、町立小中学校



池田教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の感染者等発生対応及び換気対策事業において必要とする物品の購入

費として、磯長小学校で 135万円、山田小学校で 90万円、中学校で 135

万円を増額補正するもの、また、山田の通称本田中あるいは油伊と呼ば

れる田中家住宅が、このたび老朽化に伴いまして所有者により解体撤

去されることが決定され、建造物の調査を行うための調査委託料 58万

５千円を、ふるさと太子応援基金の繰入金により措置し増額する、２件

の教育委員会事業を含む補正予算を計上するものとなっております。 

続いて 21日の一般質問についてでは、６議員から９件の一般質問が

出され、教育委員会関係は３件ございました。 

公明党の辻本博之議員から、「地域での音楽観賞のあり方について」

と題して、音楽を通じた地域の活性化及び小中学校での音楽観賞会の

実施についての質問がありました。音楽を通じた地域の活性化につい

ては、現状のふれあいＴＡＩＳＨＩや文化祭等での音楽イベントの現

状について答弁し、コロナ感染症が一定の落ち着きを見せ、日常を取り

戻す取り組みを行う中で、音楽に関連したイベントについても検討し

ていくと答弁しております。また、小中学校での取り組みについては、

音楽の教科指導におけるカリキュラムの基準を説明し、現状の取り組

み内容の詳細についての答弁をした上で、地域の大学との交流の中で

さらに充実した教育活動に取り組んでいくと、教育長より答弁を行い

ました。 

次に、日本共産党の西田いく子議員から、「太子の森の運営は公平な

のか」と題した質問がありました。受益者負担の原則のもとに有料化を

した太子の森に関し、文化・スポーツ活動活性化補助金（文化クラブ、

スポーツ団体に対し年間２万円の補助金を支給する事業）は公平では

ないという立場にたち、現状の補助金の執行状況について問われ、制度

創設に至る経過や現在の助成団体数、補助額の実態等について答弁し

ました。再質問では、10 人以上のクラブ及びサークルを補助要件とさ

れているところが不公平であると主張をされましたが、どのような補

助金においてもその効果や影響を考慮し、一定の要件を付すことは一

般的であり、現制度を変える意思はないとの答弁を行いました。また、

依然として本補助金とセンター使用料を関連付けて主張される趣旨の

質問がありましたが、本補助金はスポーツ公園を活動の拠点とするス

ポーツ団体等にも適用されるものであり、センター使用料と関係する

ものではないと答弁しております。さらに、依然として受益者負担の原

則は公共サービスを行う行政が主張するのはおかしい、公民館は本来

無料であるとの主張をされたところですが、施設使用という一定の受

益を受けられる方に、その一部をご負担いただくのは一般的に他の自

治体でも当たり前の理解をされているものであり、令和３年３月議会

で議決いただいたとおりであると答弁しました。 

次に、同じく日本共産党の西田いく子議員から、「太子町の文化財を



池田教育次長 

 

守れ」と題した質問がありました。今回補正予算に田中家住宅の調査委

託料を計上したところですが、個人の所有となるいわゆる「民家」のよ

うな文化財について、これまでの教育委員会の対応や基本的な考え方

について問う趣旨でした。答弁では本町の指定および登録文化財の現

状から、このたび田中家住宅の調査が必要となった経緯や現地保存に

関する対応について、答弁を行いました。民家の保存については、修復

費用や維持管理経費を考慮すると、公有化による保存は限界があり、住

んでいただきながらの保存が前提とならざるを得ず、取り壊される場

合は、必要に応じて今回のような記録保存を行うしかないと答弁し、引

き続き、限りある文化財の保存に向けて、様々な面から対策を講じると

答弁しました。 

以上、６月議会の報告とさせていただきます。 

 

中 道 教 育 長 只今の報告について、何かご質問等ございませんか。 

 

中 道 教 育 長 無いようですので、次に、教育総務関係の報告をお願いします。 

 

教 育 総 務 課 

武 部 課 長 

お手元にお配りしております、「創立記念日について」という両面印

刷資料をご確認ください。 

前回の５月定例会にてご報告をし、ご議決いただきました、「太子町

立小学校及び中学校の管理運営に関する規則」及び「太子町立幼稚園規

則」の一部改正につきまして、６月 16日付け保護者あてに、町立小中

学校創立記念日を登校日に、町立幼稚園開園記念日を登園日になる旨、

ご案内の文書をお配りしておりますのでご報告いたします。以上です。 

 

中 道 教 育 長 

 

 続いて、学務指導担当課長。 

 

教 育 総 務 課 

学 務 指 導 担 当 

矢 野 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは私から、令和５年度太子町夏季教育フォーラム及び地域公

開フォーラムのご案内をご報告いたします。 

まず、資料令和５年度太子町夏季教育フォーラムの要項をご覧くだ

さい。まず、目的でございます。「みんなで育てる太子の子」において、

重要な価値観と将来のビジョンを共有いたします。大人が子どもと関

わる際の重要な視点として、４月に施行されました「子ども基本法」に

明記されている子どもの権利について、福祉の専門家として町のスク

ールソーシャルワーカーの指導の下、確認いたします。 

また、大阪市教育センター指導主事によるワークショップを実施し、

幼小中一貫教育のビジョンを共有し、みんなで育てる太子の子と関わ

る私たちの大切な３つの条件を取りまとめ、今後の指導に生かせるよ

う、今回の研修を開催します。 

 



教 育 総 務 課 

学 務 指 導 担 当 

矢 野 課 長 

 

日時は、令和５年８月２日水曜日、午後２時から午後４時 50分を予

定しております。会場は、町立幼稚園ホールにて実施いたします。 

講師といたしまして、太子町スクールソーシャルワーカーの森本氏

と清水氏、また大阪市教育委員会指導主事山本氏を招聘しております。 

以上、本年度の夏季教育フォーラムについてのご案内でございます。

教育委員の皆様方におかれましては、ご多忙のことと存じますが、ぜひ

ご出席いただきますようご案内させていただきます。 

続いて２枚目は、太子町学校教育地域公開フォーラムのご案内です。

現時点では、計画段階ではありますが、太子町立中学校の学校公開の日

に合わせて、幼小中一貫教育の取り組みの成果を報告するとともに、非

認知能力研究の第一人者であります岡山大学の中山芳一先生にご講演

いただくよう内諾をいただいております。これまでの本町立学校園の

取り組みを地域に発信する機会として開催いたします。詳細につきま

しては後日ご連絡差し上げます。 

以上で報告を終わります。 

 

中 道 教 育 長 それでは、続きまして生涯学習課長お願いします。 

 

生 涯 学 習 課 

東 條 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課から、資料に沿って報告させていただきます。 

まず、行事の結果を報告いたします。一番上から、リーダー会が主催

しています事業について、３点ございます。４月 23日に新リーダーの

説明会を万葉ホールで開催し、６名の新中学生のリーダーが参加して

くれました。その後、５月 21日に唐川の親水広場におきまして、新リ

ーダーの交流会を開催させていただきました。参加者 15人、中学生５

人が参加していただきました。６月 25日に、リーダー講習会を狭山の

ふれあいの里青少年野外活動広場で開催させていただきました。残念

ながら急にキャンセルが多くなりまして、４名の参加でした。 

次に、３市町のふれあい交流グランドゴルフ大会についての報告で

す。５月 27日に開催され、太子町 31名、羽曳野市 47名、藤井寺 47名

が参加しました。括弧内がアベレージとなっております。残念ながら、

太子町は最下位でした。 

裏面を見て下さい。第 30回太子町スポーツ大会ということで、13種

目開催させていただきました。細かい内訳の数字を記載していますが、 

参加者合計は 581 名でした。去年の参加者と、コロナ影響前の平成 31

年度の参加者数を括弧書きで参考に記載しております。 

その下、春季スポーツ教室ということで、テニス教室に 16名、ヨガ

教室に 13名が参加していただきました。 

それから開催中の行事ということで、５月の広報誌の中にも資料を

折り込みで入れさせていただいてたのですが、生涯学習センター太子

の森教室の前期教室ということで、８教室を実施してございます。 
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その下から、行事の予定となってございます。一つ目、７月 11日か

ら９月３日まで歴史資料館の夏期スポット展を開催させていただきま

す。資料館講座ということで、生涯学習センターにおきまして、７月 16

日に「初めての万葉集」という講座も開催予定となってございます。 

その下、まが玉づくり体験について、これにつきましても毎年開催さ

せていただいてる事業でございまして、７月 27、28、29日に、午前午

後の部ということで開催させていただく予定となってございます。 

その下、夏休み子供教室は、７月 25 日から８月 11 日の間で７種類

の 15教室の開催を予定しております。 

次の頁を見てください。７月 22 日から８月 18 日まで低学年と高学

年を分けて、夏休み図書館仕事体験を実施します。 

次に、サマーチャレンジスポーツ教室についても毎年実施させてい

ただいてる教室でございます。７月 25 日から８月 25 日に、低学年対

象にバスケットとかけっこ、高学年対象に卓球とバドミントン教室を

開催する予定です。 

その下、リーダー会のサマーキャンプでございます。これにつきまし

ては、今年は 7 月 29 日から 31 日に予定しております。キャンプ場の

活動センターは、去年と同じところで、20名を予定しております。 

その次、８月１日から８月８日の７日間（８月６日日曜日を除く）、

両小学校のプール開放をさせていただく予定をしています。 

その下がＦＣ大阪のサッカー観戦無料チケットプレゼントについて

です。８月 20 日日曜日 18 時キックオフのチケットをプレゼントさせ

ていただく事業を実施予定でございます。 

一番下、その他といたしまして、文化祭の開催日が 10 月 28 日土曜

日 29日日曜日ということで決定いたしましたので、ご報告させていた

だきます。 

それから、来月号の広報に掲載していますが、７月 29日土曜日の午

後３時以降及び８月５日土曜日の午後３時以降、生涯学習センター太

子の森を臨時休館させていただきます。科長の夏祭りと商工会の夏祭

りで、駐車場が使用されることに伴う休館としてございます。 

最後になりましたけれども、先ほどの資料の一番後ろに、先般立ち上

げていただきました図書館友の会の方が随時活動していただいており

まして、ブックワームだよりを作っていただきました。学校の各教室に

貼っていただいて、図書館で、面白い漫画があるんだよとか、こんな本

があるんだよとかいうことをお勧めして、できるだけ図書館に来て、知

っていただきたいという目的で、友の会だよりを作っていただいてお

りますのでご紹介させていただきました。 

また、太子の森の活動報告書ということで、生涯学習センターで実施

しています教室や利用者人数を、まとめたものになっておりますので、

またお時間のある時に見ていただけたらと思います。報告は以上です。 



中 道 教 育 長 それぞれ課長から報告ありましたが、何かご意見ご質問等ございま

すか。 

 

中 道 教 育 長 よろしいですか。 

無いようですので、本日の日程はすべて終了しました。 

次回は、７月 31 日月曜日午前９時 30 分から生涯学習センター太子

の森３階研修室２で開催させていただきます。よろしくお願いします。 
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